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＜最終講義レジュメ＞

歴史犯罪学の－断層一一「嬰児殺し」から－－

【Ａ講義のテーマについて－－－＜これから＞の私の一仕事として】

(1)これまでの仕事一一伯爵領ティロールの国制史研究から、中世の法および裁判の考察

を経て、刑事裁判法史の研究へ

(2)これまでの仕事で弱いところ

－－「歴史犯罪学(Historischel(riminaIitatsforschung)」について

ａ・既成の「刑法史」研究にたいする反省とその補完一一補充ではなく---関係として

ｂ・「犯罪」とはなにか－－…時の「それぞれの社会の権力の都合によってきめられる[国

の秩序]」（鶴見俊輔)ところがある－－「きめられ」ないところ(村の秩序〉もある

ｃ・「社会史」学として歴史犯罪学をとらえる

(3>歴史犯罪学の－断層としての「嬰児殺し」---＜ジェンダー法史学＞の出現

【B・西洋法史学の方法について】

(3>久保教授は、法制史と「社会史」等との連繋を明るいものとみる

(4)世良教授は、法制史家の<苦悩>を切切とうったえる

【C,阿部護也氏の思い】

(5)「世間」そのものを正面から考察の対象とする

(6)「自分自身の中を掘っていく」ことについて

(7)死生競について－－キリスト教会の公式の見解と、民間伝承とのはざま

いく自分の中を掘る>作業を通しておこなう歴史犯罪学】

(8)<自分の中を掘る>作業のための素材としての稗史([ハイシ]すなわち「市井雑報」）

(9)「警察調書や裁判記録といった公の文書が、いかに平然としてウソをつくか」（池内

紀[おさむ]）

ａ・歴史上の公式記録に「ウソ」はもちろんある：１６世紀ネルトリンゲン魔女裁判にお

けるマリア｡ホル(旅館の女将[おかみ])のウァフェーデ(報復放棄)誓約証書の場合

一一司直は、寛裕と慈悲心とを「装った」

ｂ・現代の「ウソ」もある：平成元(1989)年３月嬰児殺被告事件浦和地裁判決によれば

捜査員が被疑者に黙秘権のあることを告知したとき---「午後一時からの調べでは、

－番最初に、『言いたくないことは言わなくていいただし真実を話してもらわな

くちゃ困ると、そのことはわかりますか』ということで聞いている。」

ｂ､－１：「何人も、自己に不利益な供述を強要されない［曰本国憲法38条1項]」を被疑

者が文字通り実行しうるには、そうとうのテクニックを駆使せねばならぬ

ｂ､－２:被疑者が「それは、お答えできません」を繰り返していて、なん度自かの質

問に「それも、お答えできません」とやってしまいベテランの取調官に気付

かれ、その後しどろもどろになって、黙秘権の行使についに失敗した(別役

実『犯罪症候群』「黙秘権」）という。

(10)にもかかわらず歴史犯罪学は、有力な史料として、公式記録に頼らざるをえない側

面がある－－記録にある「ウソ」も「マコト」も、歴史犯罪学の対象になる

一Ｂ
Ｏ
Ｊ
■
日
日



(１１）「犯罪」とはなにか－－「生活感覚」の破綻(別役実）

KE.<環境犯罪学>とは---犯罪予防を目的とする考え方】

(12)犯罪を起こしにくくする環境を、物理的に整える

(13)考え方の中心：すべての人は犯罪を犯しうる人であることを前提とする－－－＜なぜ人

は犯罪を犯すのか＞から、＜なぜ人は犯罪を犯さないのか＞へ

(１４)欧米における「犯罪の多発化」という深刻な状況を反映する議論である－－しかも

「刑罰」を科すことはできるかぎり避ける考え方

(15）「犯罪を一定水準にコントロールする」（守山正他『犯罪学への招待』ｐ､５７）

【F・歴史犯罪学一一曰本】

(15)山本有三「嬰児ごろし」（大正9[1919]年発表の場合一一三つのテーマ

ａ・小山巡査「いや、この女は子を殺したが、わしも子どもや妻を殺している。ただちが

う点は、直接手をくだしたかどうかというだけだ。」

ｂ､あさ「金のつかれえ赤ん坊なんか、だれがもらうもんですか。貧乏人はどこまでみじ

めかわかりません。」

ｃ・小山巡査「はっきりしたことはわからないが、二、三年はくうかもしれない。しかし、

事情が事'情だから、場あいによっては、執行猶予でそのままさがれるかもしれない。」

(１６)上記のそれぞれについて

ａ・問題をく自分の問題として＞考えるということ

ａ,‐|「心に罪をもつ」ということ

ａ‐２小山巡査「実際はわしも同じ罪を犯している」

ｂ東京市板橋町下板橋岩の坂。「もらい子殺し」事件(昭和5[1930]年）

Ｃ・刑の量定について一一植松正「嬰児殺に関する犯罪学的研究」に述べるところとほ

ぼ一致(懲役2年執行猶予3年）

(17)近時における嬰児殺害・子殺しの動機の多様化

ａ・一例：土屋真一他「嬰児殺に関する研究」ｐＢ６(世間体を恥じて」。「貧困」。「ノイ

ローゼ」。「家庭不和」等）

ｂ・別役実『犯罪症候群』「幼女殺害事件」：「犯罪」を、「関係」の抑圧から逃れるた

めに利用する

(18)共通する殺害動機一一「貧困」：ヨーロッパ近世へのつながり

【０.歴史犯罪学一一ドイツ１】

(19)１５世紀までの中世においてはあまり問題とならなかった

a・弾劾主義(当事者主義)－－訴える者(通例被害者)がいない

b、「故意」の立証が困難である

(20)近世初期以降の法令の考え方

ａ,糺問(調査すること)手続きの登場

ｂ・「宗教改革」との関連一一キリスト教会の態度が硬化する

ｃ,諸法令
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伯爵領ティロール・刑事裁判令(1499年）Rubrikxvii：「生き埋め」等

バンベルク司教領国刑事裁判令(バンベルゲンシス゜1507年）ｃ156

カール五世刑事裁判令(カロリナ゜1532年）ｃ､１３１

アンリニ世勅令(1556年)前文：「何人たりとも、妊娠、出産いずれかを申告せず、

その証拠を握られ、その腹中よりでるときの生死にかかわらず、子どもがその

後洗礼の秘蹟(サクラメント)、埋葬一般の公の礼を奪われること明らかな場合

には、すべてかくのごとき女はわが子を殺害せしかどにより、その償いのため、

死と最高の責めによって罰せられる」

プロイセン、婚姻外新生児の殺害、妊娠｡分娩の隠蔽に対する布告(1765年）

①、Ｏ

ブロイセンー般ラント法(1794年）ｃ､965：「分娩中もしくは分娩直後に故意に自

己の新生児を殺害した母親は剣による死刑に処せられる」一一フランクフルト

市の嬰児殺し犯スザンナの事件(1771-72年)の影響

学説における定義：「嬰児殺とは、母親によって、それに先立つ妊娠隠蔽を経

て、その母親の、生活能力のある、婚姻外の新生児に対してなされた殺人であ

る（フォイエルバッハ)。」

Ｑ－１
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ｃ､-４

c､－５

c,－６

(20)諸法令が嬰児殺害に厳しく向き合わざるをえなかった理由一一嬰児殺しの増カローー相

手側＝男性側の問題

Ⅲ歴史犯罪学一一ドイツ２】

(21)男性側の問題

ａ､スザンナ(当時24歳｡居酒屋アインホルンの女中)の相手は、彼女の自供によると，オ

ランダ商人の従僕であった

ｂ・傭兵(ランツクネヒト)－－「出征刑」に処せられた者が16世紀オランダ独立戦争や、

対ハンガリー戦で傭兵として働く

ｃ,百姓の下男｡車夫馬丁また徒弟そして職人

(21)婚姻前男女の職業生活と貧困問題一一独身者と妻帯者とのく格差＞と連繋

(22)未婚女性側の問題

ａ・妊娠はく未婚母親の恥辱＞：「一方には彼女じしんの恥辱があり、もう一方には嬰

児の、じぶんの生命が失われるという自覚すらない死があるとき、どうして彼女が

あとの方法をえらばないわけがあろう。この方法だけが、彼女とその不幸な子に恥

辱とみじめな生活をまぬがれさせてくれるのだ。」（ベッカリーア『犯罪と刑罰[1７

６４]』第36章）

ｂ,＜サタンにたぶらかされて、ひどいことをした＞---嬰児殺し者の当時常套の言葉は

なにを意味するか

【1．むすび一一私にとって歴史犯罪学】

(23)歴史にあらわれた非行とか、非行者とかを断罪するのではなく、またそれらを正当化

するのでもないし、犯罪を自分の外に起こった出来事として論理的に説明しようとす

るのでもない。－人の生活人として非行の起きた時代と社会とを考え、自分自身にとっ

ての現代を考え現代を生きるためとりくみとする
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